
世田谷区 
子ども・子育て支援事業計画 

調整計画 

世田谷区 
子ども・子育て支援事業計画 

調整計画 
～今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）～ 

令和５・６年度

令和５年（2023年）３月 
世田谷区 

世田谷区  

DIC 50BLACK







- 1 - - 2 - 1

第
１
章



- 1 - - 2 - 2

第
１
章



- 3 - 

【日常的】 【緊急時】

【日常的】 【緊急時】

- 4 - 

【日常的】 【緊急時】

【日常的】 【緊急時】

3

第
２
章



- 3 - 

【日常的】 【緊急時】

【日常的】 【緊急時】

- 4 - 

【日常的】 【緊急時】

【日常的】 【緊急時】

4

第
２
章



- 5 - - 6 - 5

第
２
章



- 5 - - 6 - 6

第
２
章



- 7 - - 8 - 

平成 30年  31年     令和 2年     3 年      4年
（2018年）  （2019年）   （2020年）   （2021年） (2022年）

7

第
２
章



- 7 - - 8 - 

平成 30年  31年     令和 2年     3 年      4年
（2018年）  （2019年）   （2020年）   （2021年） (2022年）

8

第
２
章



- 9 - 

平成30年 31年 令和２年 ３年 ４年 ５年 ６年
（2018 年）(2019 年) (2020 年)  (2021年) (2022 年)   (2023 年) (2024 年)

平成30年 31年 令和２年 ３年 ４年 ５年 ６年
（2018 年）(2019 年) (2020 年)  (2021年) (2022 年)   (2023 年) (2024 年)

- 10 - 

平成17年

平成22年

平成27年

令和２年

（2005年）

（2010年）

（2015年）

（2020年）

9

第
２
章



- 9 - 

平成30年 31年 令和２年 ３年 ４年 ５年 ６年
（2018 年）(2019 年) (2020 年)  (2021年) (2022 年)   (2023 年) (2024 年)

平成30年 31年 令和２年 ３年 ４年 ５年 ６年
（2018 年）(2019 年) (2020 年)  (2021年) (2022 年)   (2023 年) (2024 年)

- 10 - 

平成17年

平成22年

平成27年

令和２年

（2005年）

（2010年）

（2015年）

（2020年）

10

第
２
章



- 11 - 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年
（2000年） （2005年） （2010年） （2015年） （2020年）

- 12 - 

平成23年  24年 25年  26年  27年  28年  29年 30年 令和元年  2年    3年
（2011年）（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）

11

第
２
章



- 11 - 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年
（2000年） （2005年） （2010年） （2015年） （2020年）

- 12 - 

平成23年  24年 25年  26年  27年  28年  29年 30年 令和元年  2年    3年
（2011年）（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）

12

第
２
章



- 13 - 

平成 30年  31年 令和2年   3年    4年
（2018年） （2019年） （2020年） （2021年） （2022年）

- 14 - 

11,742 11,847 11,678 11,520 11,350 11,154 10,668 
11,264 

9,599 9,222 

平成 24年 25年  26年  27年  28年  29年  30年 令和元年 2年  3年
（2013年）（2012年） （2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）（2014年）

13

第
２
章



- 13 - 

平成 30年  31年 令和2年   3年    4年
（2018年） （2019年） （2020年） （2021年） （2022年）

- 14 - 

11,742 11,847 11,678 11,520 11,350 11,154 10,668 
11,264 

9,599 9,222 

平成 24年 25年  26年  27年  28年  29年  30年 令和元年 2年  3年
（2013年）（2012年） （2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）（2014年）

14

第
２
章



- 15 - 

平成２９年 ３０年 令和元年 ２年 ３年

（2017年） （2018年）  （2019年） （2020年） （2021年）

- 16 - 

平成29年 30年 令和元年 2年 3年
（2017 年）（2018 年）（2019 年）（2020 年）（2021年）

15

第
２
章



- 15 - 

平成２９年 ３０年 令和元年 ２年 ３年

（2017年） （2018年）  （2019年） （2020年） （2021年）

- 16 - 

平成29年 30年 令和元年 2年 3年
（2017 年）（2018 年）（2019 年）（2020 年）（2021年）

16

第
２
章



- 17 - 

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

＜25～29歳＞ ＜30～34歳＞ ＜35～39歳＞ ＜40～44歳＞ ＜45～49歳＞＞歳42～02＜

- 18 - 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 全体

平成24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和２年 ３年 ４年
（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

17

第
２
章



- 17 - 

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

＜25～29歳＞ ＜30～34歳＞ ＜35～39歳＞ ＜40～44歳＞ ＜45～49歳＞＞歳42～02＜

- 18 - 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 全体

平成24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和２年 ３年 ４年
（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

18

第
２
章



- 19 - 

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

- 20 - 

平成
24年 ２年

25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和 ３年 ４年

11,938 
12,814 13,454 

14,675 
15,934 

17,893 
19,168 19,660 20,256 20,673 20,852 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成
24年 ２年

25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和 ３年 ４年

（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年） （2021年）（2022年）

19

第
２
章



- 19 - 

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成31年 令和２年 ３年 ４年
（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

- 20 - 

平成
24年 ２年

25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和 ３年 ４年

11,938 
12,814 13,454 

14,675 
15,934 

17,893 
19,168 19,660 20,256 20,673 20,852 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成
24年 ２年

25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和 ３年 ４年

（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年） （2021年）（2022年）

20

第
２
章



- 21 - 

平成
24年

25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年

（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年
（2016年）（2017年）（2018年）（2019 年）（2020年）（2021年）（2022年）

- 22 - 21

第
２
章



- 21 - 

平成
24年

25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年

（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）（2019年）（2020年）（2021年）（2022年）

平成28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年
（2016年）（2017年）（2018年）（2019 年）（2020年）（2021年）（2022年）

- 22 - 22

第
２
章



- 23 - - 24 - 23

第
２
章



- 23 - - 24 - 24

第
２
章



- 25 - - 26 - 25

第
２
章



- 25 - - 26 - 26

第
２
章



- 27 - - 28 - 27

第
２
章



- 27 - - 28 - 28

第
２
章



- 29 - 
- 30 - 

29

第
２
章



- 29 - 
- 30 - 
30

第
２
章



- 31 - - 32 - 31

第
２
章



- 31 - - 32 - 32

第
２
章



- 33 - - 34 - 33

第
３
章



- 33 - - 34 - 34

第
３
章



- 35 - 
- 36 - 

35

第
３
章



- 35 - 
- 36 - 
36

第
３
章



- 37 - 

重点１

■ 子どもが意見を表明する機会の充実を図るととも
に、声をあげやすい環境づくりに努め、子ども自
身の主体的な「参加」や参画のもと、様々な施策
や事業において、子どもの声を尊重し、反映して
いく仕組みをつくる。

■ 区民、保護者、子育て支援者、事業者などと「協
働」して、地域の中で子どもが健やかに育ち、保
護者が安心して子育てを楽しむことができる地域
社会の形成に努める。

■ 子どもが関わるあらゆる場において、子どもの権
利が守られ、子どもを主体とした関わりができる
よう、地域にとって協働相手となる区が果たすべ
き役割を明確に位置付ける。

■ 最も身近な地域の中で、周りの大人や若者等に見
守られ、励まされ、支えられながら、子どもが、
やりたいことに挑戦し、持っている力を発揮でき
る環境の創出には、地域の子どもや子育てを気に
かけ、応援する人を増やし、「地域の子育て力」
を高めていくことが重要。そのために、地域の人
が、地域の子どもに関心とあたたかいまなざしを
持って見守り、一緒に育てるという意識や気運を
醸成するとともに、地域の子どもや子育てを応援
したいと思う人がその役割を果たせるような仕掛
けづくりに努める。

■適切な居場所や支援に「つないで」いく人、寄り添って伴走できる人の存在が重要であり、誰が「つなぎ」役となるのか、
「つなぎ」役の専門性の確保や人材育成も含めた施策や取組みを推進する。
■「つながっている」ことが切れ目のない支援には必要であり、地域・地区の施設や団体等の資源のネットワークを強
化し、連携・協力して重層的な支援を行う。
■地域の中で子どもが大人や親へ成長し、今度は、地域に支えられながら安心して子育てするという「つながり」を
地域の中で生み出す仕掛けに努める。
■保護者から支援の担い手になる、という地域内で支援が「つながって」継続できる仕組みづくりに努める。

世田谷区子ども計画（第２期）後期計画

つなぐ・つながる

「子ども主体」※を実現するための３つの視点

参加と協働 地域の子育て力
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